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　上記の申請をし認定を受けることによって、定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者については、その
事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。

資料出所：厚生労働省HP
高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf

　平成25年4月の改正労働契約法では、有期労働契約が繰り返し更新され５年を超えた場合、労働者の
申込みにより、無期労働契約に転換するルール（無期転換ルール）が定められました。平成27年4月1日には
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が施行され、高度専門的知識等を有する
有期雇用労働者と定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者について、労働局長の認定を受ける
ことにより無期転換ルールが適用されない特例の規定が設けられています。

【継続雇用の高齢者に関する申請書】

定年再雇用者も平成30年4月より有期労働契約の無期転換が可能に
～ 第二種認定計画はもう出されましたか ～

定年再雇用者の特性に応じた雇用管理の
措置は、いずれか１カ所以上にレ印を記入
します。
例）□高年齢者雇用推進者の選任

実施している高年齢者雇用確保措置に
レ印をつけてください。高年齢者雇用安定
法に違反がないことが前提です。


